
第１１４号議案 

   足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１５年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

足立区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年足立区条例第１５号） 

の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項第１号中「１００分の１５０」を「１００分の１４０」 

に改め、同項第２号中「２０年」を「２５年」に、「１００分の２３０」 

を「１００分の２１０」に改め、同項第３号中「２１年以上２５年以下」 

を「２６年以上３０年以下」に、「１００分の２４０」を「１００分の 

２００」に改め、同項第４号中「２６年以上３０年以下」を「３１年以 

上３２年以下」に、「１００分の２００」を「１００分の１１０」に改 

め、同項第５号中「３１年」を「３３年」に、「１００分の１１０」を 

「１００分の５０」に改め、同条第２項中「６２．７」を「５９．２」 

に改める。 

 第１３条第４項中「第２０条の５第１項」を「第２６条第１項」に改 

める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区職員の退職手当に関する条例（以下 

「改正後の条例」という。）第７条第１項及び第８条第１項の規定に 

該当する者のうち、平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日ま 

での間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわ 

らず、その者の退職の日における給料月額（改正後の条例第９条の２ 



に規定する者については、同条の規定により計算した額）に、付則別 

表の勤続期間の欄に掲げる区分ごとに、同表の支給率の欄に定める数 

を乗じて得た額とする。 

付則別表 

勤続期間 支給率 

１年 １．４５ 

２年 ２．９０ 

３年 ４．３５ 

４年 ５．８０ 

５年 ７．２５ 

６年 ８．７０ 

７年 １０．１５ 

８年 １１．６０ 

９年 １３．０５ 

１０年 １４．５０ 

１１年 １６．７０ 

１２年 １８．９０ 

１３年 ２１．１０ 

１４年 ２３．３０ 

１５年 ２５．５０ 

１６年 ２７．７０ 

１７年 ２９．９０ 

１８年 ３２．１０ 

１９年 ３４．３０ 

２０年 ３６．５０ 

２１年 ３８．７５ 

２２年 ４１．００ 

２３年 ４３．２５ 



２４年 ４５．５０ 

２５年 ４７．７５ 

２６年 ４９．７５ 

２７年 ５１．７５ 

２８年 ５３．７５ 

２９年 ５５．７５ 

３０年 ５７．７５ 

３１年 ５８．８５ 

３２年 ５９．９５ 

３３年 ６０．４５ 

３４年 ６０．７０ 

３５年以上 ６０．９５ 

 

 （提案理由） 

 退職手当の最高支給率及び勤続期間ごとの支給率を引き下げる必要が 

あるので、この条例案を提出いたします。 


